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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外枠１０に組付けられる本体枠２０の裏側に設けられたボックス装着体としての下皿用球
誘導体１０１の裏側に、回路基板１２２を収納するベース部材１３０及びカバー部材１５
０を備えた基板ボックス１２０が着脱及び開閉可能に装着された遊技機において、
　前記基板ボックス１２０では、前記下皿用球誘導体１０１のボックス装着面１０２に当
接状態で着脱及び開閉可能に組付けられて開口面側に前記回路基板１２２を収納固定し得
る前記ベース部材１３０と、このベース部材１３０の開口面側に合わせて着脱可能に結合
されて前記回路基板１２２を覆蓋する前記カバー部材１５０とが、ともに同一材質の透明
合成樹脂材によって互いに組付け整合し得る箱蓋形状に形成されており、
　前記ベース部材１３０は、前記下皿用球誘導体１０１のボックス装着面１０２に当接す
る底板部１３１の外周縁に前記回路基板１２２を収納し得る開口室の外周囲を区画する周
壁部１３２を形成した箱蓋形状に成形されて、該周壁部１３２の開口面側の先端部内周に
、前記回路基板１２２の全周外端縁が嵌込まれる基板嵌合部１３３が形成される一方、前
記周壁部１３２の外側に、前記下皿用球誘導体１０１のボックス装着面１０２の両側に形
成されたヒンジ孔１１２と装着用係合部１１５とに対するヒンジピン１３８及び装着用係
合部１３９と、前記開口室内に収納される前記回路基板１２２の一側縁部を係合固定し得
る基板係止部１３４と、前記回路基板１２２の他側縁部を係合固定し得る弾性変形可能な
基板係止部１３５と、前記カバー部材１５０を着脱可能に係合保持するための操作部１４
９を有する弾性変形可能な閉止用係合部１４７が形成され、



(2) JP 4431833 B2 2010.3.17

10

20

30

40

50

　前記カバー部材１５０は、前記ベース部材１３０の開口室内に収納される前記回路基板
１２２の部品実装部側を覆蓋する蓋板部に、各コネクタ１２３，１２４，１２５を露呈す
るための開口孔が形成され、前記蓋板部の外周縁に連接形成された周壁部１５２に、前記
ベース部材１３０の基板係止部１３４，１３５を外側から覆蓋状態で嵌合し得る側壁部分
と、前記回路基板１２２の下縁部前面を押込み当接し得る下側壁１５２ｃが形成され、前
記蓋板部の外周縁に、前記ベース部材１３０の閉止用係合部１４７と係合および離脱が可
能に係合し得る閉止用係合部１５６が形成され、
　前記基板ボックス１２０は、前記ベース部材１３０の開口面側に前記回路基板１２２が
嵌合わされて前記基板嵌合部１３３で支持した状態で収納されて基板係止部１３４，１３
５により固定保持されるとともに、前記ベース部材１３０の開口面側に前記カバー部材１
５０が組合わされて前記閉止用係合部１４７，１５６で結合保持された状態に構成されて
、前記下皿用球誘導体１０１のボックス装着面１０２に対して、前記ヒンジ孔１１２とヒ
ンジピン１３８及び前記装着用係合部１１５と装着用係合部１３９により着脱及び開閉可
能に装着されるように構成したことを特徴とする遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、パチンコ機、スロットマシン等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ機、スロットマシン等の遊技機において、遊技機の後側に設けられたボ
ックス装着部に対し、回路基板を収納するベース部材及びカバー部材を備えた基板ボック
スが装着されている。
　また、この種の基板ボックスにおいて、ベース部材に対し回路基板がビスによって止着
された後、そのベース部材に対しカバー部材が閉止部材によって閉じ状態に止着されるこ
とで基板ボックス内に回路基板が収納されるようになっている。
　そして、回路基板が収納された基板ボックスは、そのベース部材において、ボックス装
着部に対しビスによって止着されるようになっているのが一般的である。
　また、基板ボックスのベース部材の上縁部に左右方向の軸が設けられ、その軸をボック
ス装着部に設けられた軸受け部に係合させることでボックス装着部に対し基板ボックスが
着脱可能に取り付けられた構造のものも知られている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特許第３４３４４９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、回路基板が収納された基板ボックスにおいて、その回路基板に対する不正改
造の有無やその回路基板の裏側に不正部品が隠蔽されていないかを点検する必要がある場
合がある。この場合、基板ボックスをボックス装着部にビス着する構造の基板ボックスで
は、基板ボックスを全て透明な合成樹脂材で形成しても回路基板の裏側を視認するには、
ビスを取り外してボックス装着部から基板ボックスを取り外さなければならす、回路基板
の裏側の点検に多くの手間が必要となる。
　一方、特許文献１の構造の基板ボックスは、ボックス装着部から基板ボックスを取り外
すことなく、基板ボックスを、その上縁部の左右方向の軸を中心として上方に持ち上げな
がら回動することにより、回路基板の裏側を視認することができる。
　しかしながら、係る構造の基板ボックスにおいては、回路基板の裏側を視認中、基板ボ
ックスを継続して手で支えて所望の回動位置に保持しなければならず、厄介であった。
　さらに、基板ボックスの裏側を下方から覗く構造であるから、特に、基板ボックスが遊
技機の下部に位置して配置されていると、その低い位置の基板ボックスを下方から覗く無
理な姿勢を強いられ、回路基板の裏側の視認作業がしづらいという問題点があった。
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【０００４】
　この発明の目的は、前記問題点に鑑み、基板ボックス内の回路基板の点検、特に裏側の
点検を容易化するとともに、基板ボックスのベース部材、カバー部材及び回路基板を容易
に着脱して基板ボックスのベース部材及びカバー部材のリサイクル使用を容易化すること
ができる遊技機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記目的を達成するために、請求項１の発明に係る遊技機は、
「外枠に組付けられる本体枠の裏側に設けられたボックス装着体としての下皿用球誘導体
の裏側に、回路基板を収納するベース部材及びカバー部材を備えた基板ボックスが着脱及
び開閉可能に装着された遊技機において、
　前記基板ボックスでは、前記下皿用球誘導体のボックス装着面に当接状態で着脱及び開
閉可能に組付けられて開口面側に前記回路基板を収納固定し得る前記ベース部材と、この
ベース部材の開口面側に合わせて着脱可能に結合されて前記回路基板を覆蓋する前記カバ
ー部材とが、ともに同一材質の透明合成樹脂材によって互いに組付け整合し得る箱蓋形状
に形成されており、
　前記ベース部材は、前記下皿用球誘導体のボックス装着面に当接する底板部の外周縁に
前記回路基板を収納し得る開口室の外周囲を区画する周壁部を形成した箱蓋形状に成形さ
れて、該周壁部の開口面側の先端部内周に、前記回路基板の全周外端縁が嵌込まれる基板
嵌合部が形成される一方、前記周壁部の外側に、前記下皿用球誘導体のボックス装着面の
両側に形成されたヒンジ孔と装着用係合部とに対するヒンジピン及び装着用係合部と、前
記開口室内に収納される前記回路基板の一側縁部を係合固定し得る基板係止部と、前記回
路基板の他側縁部を係合固定し得る弾性変形可能な基板係止部と、前記カバー部材を着脱
可能に係合保持するための操作部を有する弾性変形可能な閉止用係合部が形成され、
　前記カバー部材は、前記ベース部材の開口室内に収納される前記回路基板の部品実装部
側を覆蓋する蓋板部に、各コネクタを露呈するための開口孔が形成され、前記蓋板部の外
周縁に連接形成された周壁部に、前記ベース部材の基板係止部を外側から覆蓋状態で嵌合
し得る側壁部分と、前記回路基板の下縁部前面を押込み当接し得る下側壁が形成され、前
記蓋板部の外周縁に、前記ベース部材の閉止用係合部と係合および離脱が可能に係合し得
る閉止用係合部が形成され、
　前記基板ボックスは、前記ベース部材の開口面側に前記回路基板が嵌合わされて前記基
板嵌合部で支持した状態で収納されて基板係止部により固定保持されるとともに、前記ベ
ース部材の開口面側に前記カバー部材が組合わされて前記閉止用係合部で結合保持された
状態に構成されて、前記下皿用球誘導体のボックス装着面に対して、前記ヒンジ孔とヒン
ジピン及び前記装着用係合部と装着用係合部により着脱及び開閉可能に装着されるように
構成したことを特徴とする遊技機。」を要旨とするものである。
 
【０００６】
　前記構成において、基板ボックスの透明なカバー部材及びベース部材を透して回路基板
の表側及び裏側を視認することができる。
　また、基板ボックスはヒンジ構造によって水平方向に回動可能に支持されるとともに、
所望とする回動位置（開状態）で静止させることができる。このため、回路基板の裏側を
視認中、基板ボックスを継続して手で支える必要がなく点検が容易となる。
　さらに、基板ボックスを水平方向に回動して開閉する構造であるから、その裏側を後方
あるいは側方から容易に視認することができる。ひいては、基板ボックスが遊技機後側の
いずれの高さ位置に配置されている場合においても、無理な姿勢を強いられることなくそ
の裏側を容易に視認することができる。
　また、基板ボックスのベース部材及びカバー部材の各部材に一体成形されたヒンジ体、
装着用係合部、閉止用係合部及び基板係止部によって、基板ボックスのベース部材、カバ
ー部材及び回路基板の各部材が相互に組み付けられるため、これら各部材の相互間に取付
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用のねじが一切用いられることがない。
　このため、基板ボックスのベース部材、カバー部材及び回路基板の各部材を容易に着脱
することができる。この結果、基板ボックスのベース部材及びカバー部材を容易にリサイ
クル使用することができる。
【０００８】
　また、基板ボックスのベース部材及びカバー部材が同一材質の合成樹脂材によってそれ
ぞれ形成されることで、ベース部材及びカバー部材のリサイクル使用がより一層容易とな
る。
 
【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、基板ボックスの透明なカバー部材及びベース部材を透して回路基板
の表側及び裏側を視認することができる。
　また、基板ボックスはヒンジ構造によって水平方向に回動可能に支持されるとともに、
所望とする回動位置（開状態）で静止させることができる。このため、回路基板の裏側を
視認中、基板ボックスを継続して手で支える必要がなく点検が容易となる。
　さらに、基板ボックスを水平方向に回動して開閉する構造であるから、その裏側を後方
あるいは側方から容易に視認することができる。ひいては、基板ボックスが遊技機後側の
いずれの高さ位置に配置されている場合においても、無理な姿勢を強いられることなくそ
の裏側を容易に視認することができる。
　また、基板ボックスのベース部材及びカバー部材の各部材に一体成形されたヒンジ体、
装着用係合部、閉止用係合部及び基板係止部によって、基板ボックスのベース部材、カバ
ー部材及び回路基板の各部材が相互に組み付けられるため、これら各部材の相互間に取付
用のねじが一切用いられることがない。
　このため、基板ボックスのベース部材、カバー部材及び回路基板の各部材を容易に着脱
することができる。この結果、基板ボックスのベース部材及びカバー部材を容易にリサイ
クル使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　次に、この発明を実施するための最良の形態を実施例にしたがって説明する。
【実施例】
【００１１】
　図１は遊技機の外枠の一側に本体枠が開かれその本体枠の一側にガラス扉が開かれた状
態で示す斜視図である。図２は遊技機の本体枠に各種装置及び部材が装着された状態を斜
め右上後方から示す斜視図である。図３は下皿用球誘導体に基板ボックスが装着された状
態で示す斜視図である。図４は下皿用球誘導体に基板ボックスが装着された状態で示す正
面図である。図５は図４のＶ－Ｖ線に基づく平断面図である。図６は図４のＶＩ－ＶＩ線
に基づく側断面図である。図７は下皿用球誘導体と基板ボックスとを分離した状態で示す
斜視図である。図８はインタフェース基板が装着された基板ボックスのベース部材とカバ
ー部材とを分離した状態で示す斜視図である。図９は基板ボックスのベース部材、インタ
フェース基板及びカバー部材とを分離した状態で示す斜視図である。図１０は下皿用球誘
導体に対し基板ボックスがヒンジピンを中心として回動された状態で示す斜視図である。
図１１は本体枠の上隅部の第１、第２基板装着部に分電基板及び外部端子基板がそれぞれ
装着された状態で示す斜視図である。図１２は本体枠の上隅部の第１、第２基板装着部と
分電基板及び外部端子基板が分離された状態で示す斜視図である。図１３は分電基板と基
板収納ボックスとを分離した状態で示す斜視図である。図１４は分電基板が収納された基
板収納ボックスを示す正面図である。図１５は図１４のＸＶーＸＶに基づく基板収納ボッ
クスの断面図である。なお、説明の便宜上、遊技機において遊技者側を前、反対側を後と
して説明する。
【００１２】
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［遊技機の概要について］
　図１と図２に示すように、遊技機としてのパチンコ機は、外枠１０、本体枠２０、ガラ
ス扉３０、遊技盤５１等を備えて構成されている。
　外枠１０は、上下左右の枠材によって縦長四角形の枠状に形成され、同外枠１０の前側
下部には、本体枠２０の下面を受ける下受板１５を有している。
　外枠１０の前面の片側には、本体枠開閉用ヒンジ機構１９によって本体枠２０が前方に
開閉可能に装着されている。
【００１３】
［本体枠について］
　図１と図２に示すように、本体枠２０は、前枠体２１、遊技盤装着枠５０及び機構装着
体７０を合成樹脂材によって一体成形することで構成されている。
　図１に示すように、本体枠２０の前枠体２１は、外枠１０前側の下受板１５を除く外郭
形状に対応する大きさの矩形枠状に形成されている。
　図１と図２に示すように、前枠体２１の前側において、遊技盤装着枠５０よりも下方に
位置する前枠体２１の前下部領域の一側寄りにはスピーカボックス部２６が一体に形成さ
れ、そのスピーカボックス部２６の前側開口部には、同開口部を塞ぐようにしてスピーカ
装着板２７が装着されている。そして、スピーカ装着板２７にはスピーカ２８が装着され
ている。
　また、図１に示すように、前枠体２１前面の下部領域内において、その上半部分には発
射レール２２が傾斜状に装着されている。
　また、前枠体２１前面の下部領域内の下半部分には下部前面部材２３が装着されている
。そして、下部前面部材２３の前面の略中央部には、下皿２４が設けられ、片側寄りには
操作ハンドル２５が設けられている。
【００１４】
［ガラス扉について］
　図１に示すように、前枠体２１の前面の片側には、その前枠体２１の上端から下部前面
部材２３の上縁にわたる部分を覆うようにしてガラス扉３０が扉開閉用ヒンジ機構２９に
よって前方に開閉可能に装着されている。ガラス扉３０のヒンジ機構２９と反対側に自由
端側の後側には、施錠装置４０の扉施錠フック４２に係脱可能に係合してガラス扉３０を
閉じ状態に施錠する閉止具３３が設けられている。
　また、ガラス扉３０の略中央部には、遊技盤５１の遊技領域５５を前方から透視可能な
略円形の開口窓３０ａが形成されている。また、ガラス扉３０の後側には開口窓３０ａよ
りも大きき矩形枠状をなす窓枠３１が設けられ、その窓枠３１にはガラス板、透明樹脂板
等の透明板３２が装着されている。
　また、ガラス扉３０の前面の略全体は、ランプ等が内設された前面装飾部材によって装
飾され、同ガラス扉３０の前面の下部には上皿（図示しない）が形成されている。
【００１５】
［施錠装置について］
　図１に示すように、前枠体２１のヒンジ機構と反対側の自由端側の後側には、外枠１０
に対し本体枠２０を施錠する機能と、本体枠２０に対しガラス扉３０を施錠する機能とを
兼ね備えた施錠装置４０が装着されている。
　すなわち、この実施例において、施錠装置４０は、外枠１０に設けられた閉止具１７に
係脱可能に係合して本体枠２０を閉じ状態に施錠する上下複数の本体枠施錠フック４１と
、ガラス扉３０の自由端側の後側に設けられた閉止具３３に係脱可能に係合してガラス扉
３０を閉じ状態に施錠する上下複数の扉施錠フック４２と、遊技機の前方から鍵が挿入さ
れて解錠操作可能に、前枠体２１及び下部前面部材２３を貫通して露出されたシリンダー
錠４３と、を備えている。
　そして、シリンダー錠４３の鍵穴に鍵が挿入されて一方向に回動操作されることで本体
枠施錠フック４１と外枠１０の閉止具１７との係合が外れて本体枠２０が解錠され、これ
とは逆方向に回動操作されることで、扉施錠フック４２とガラス扉３０の閉止具３３との
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係合が外れてガラス扉３０が解錠されるようになっている。
【００１６】
［本体枠の遊技盤装着枠と遊技盤について］
　図１と図２に示すように、本体枠２０の遊技盤装着枠５０は、前枠体２１の後側に設け
られかつ遊技盤５１が前方から着脱交換可能に装着されるようになっている。
　遊技盤５１は、遊技盤装着枠５０の前方から嵌込まれる大きさの略四角板状に形成され
ている。遊技盤５１の盤面（前面）には、外レールと内レールとを備えた案内レール５２
が設けられ、その案内レール５２の内側に遊技領域５５が区画形成されている。
　遊技盤５１には、その遊技領域５５内において、遊技に関する役物装置、例えば、セン
タ役物と呼ばれる役物装置５６が装着され、その役物装置５６の略中央部に形成された開
口部に臨んで図柄表示装置（例えば、液晶表示器、ＥＬ表示器，プラズマ表示器，ＣＲＴ
等）５７が装着されている。
　また、遊技盤５１の遊技領域５５内には、入賞装置、風車器、誘導釘、ランプ装飾部材
等の各種の装備品が配設されている。なお、遊技盤５１の後側には、集合樋、主制御基板
ボックス、副制御基板ボックス（図示しない）が配置されている。
【００１７】
［本体枠の機構装着体、球タンク、タンクレール及び球払出装置について］
　図２に示すように、本体枠２０の機構装着体７０の上部には、球タンク７１が配置され
、その球タンク７１の下方に連通してタンクレール７２が傾斜状に配置されている。
　また、機構装着体７０の片側には、タンクレール７２の下傾端に連通する球通路を備え
かつ賞球及び貸球を上皿に払い出す球払出装置７５が配置されている。
　また、本体枠２０の前枠体２１の後側において、遊技盤装着枠５０よりも下方に位置す
る前枠体２１の後下部領域の片側（図２に向かって左側）には、発射レール２２の下傾端
部の発射位置に送られた球を発射するための発射ハンマー（図示しない）を作動する発射
モータ８２を備えた球発射装置８０が配置されている。
　また、前枠体２１の後下部領域の略中央部には、電源基板を有する電源基板ボックス（
図示しない）が装着され、その電源基板ボックスの後側に重ね合わされた状態で払出制御
基板９６を有する払出制御基板ボックス９５が装着されている。
 
【００１８】
［本体枠の後側下部の通路構成部材としての下皿用球誘導体について］
　図２と図３に示すように、本体枠２０の前枠体２１の後下部領域の他側寄り部分（ヒン
ジ寄り部分）には、そのスピーカボックス部２６の後段差部の凹み部分において通路構成
部材としての下皿用球誘導体１０１が装着されている。
　下皿用球誘導体１０１は、球払出装置７５の賞球及び貸球用球通路から上皿連絡路を経
て上皿（図示しない）に払い出された球が満杯になったときに、上皿連絡路の球を下皿２
４に導くためのものである。
　また、下皿用球誘導体１０１は、透明（又は不透明）な合成樹脂材によって形成され、
その後壁内面に上皿連絡路と下皿とを連通する球通路（図示しない）が形成されている。
【００１９】
［回路基板としてのインタフェース基板について］
　図３と図４に示すように、下皿用球誘導体１０１には、その後壁外面をボックス装着面
１０２として、インタフェース基板（この発明の回路基板に相当する）１２２を収納して
いる基板ボックス１２０が装着されている。
　インタフェース基板１２２は、球貸に関する信号を、遊技機に隣接して設置される球貸
機（図示しない）と払出制御基板９６との間で送受信可能に電気的に接続するものであり
、図９に示すように、インタフェース基板１２２の表面（実装面）には各種の回路構成部
品、基板コネクタ１２３、１２４、１２５、フューズ１２６等が配設されている。
【００２０】
［回路基板としてのインタフェース基板の基板ボックスについて］
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　図７～図９に示すように、基板ボックス１２０は、ベース部材１３０とカバー部材１５
０とを備え、これらベース部材１３０及びカバー部材１５０は透明な合成樹脂材によって
それぞれ形成されている。
　また、この実施例において、ベース部材１３０及びカバー部材１５０は同一材質の透明
な合成樹脂材（例えば、ポリカーボネート樹脂材）によってそれぞれ形成されている。
　そして、基板ボックス１２０は、そのベース部材１３０において、下皿用球誘導体１０
１の後壁外面をボックス装着面１０２として回動可能（開閉可能）にかつ着脱可能に装着
されている。
【００２１】
　図７に示すように、下皿用球誘導体１０１とベース部材１３０との間の左右両縁部のう
ちの一方（図７に向かって右側）には、上下方向から挿脱可能に嵌挿されかつ水平方向に
回動可能に連結される上下各一対のヒンジ体１１１、１３７がそれぞれの部材と一体成形
されている。
　この実施例において、下皿用球誘導体１０１のボックス装着面１０２の一側に、上下一
対のヒンジ体１１１が一体に形成され、これら一対のヒンジ体１１１には、ヒンジ孔１１
２が上下方向に同一中心線上に貫設されている。
　一方、図７～図９に示すように、ベース部材１３０は、底板部１３１と周壁部１３２と
を一体に備えた箱形状に形成され、その周壁部１３２の一側壁１３２ａに、上下一対のヒ
ンジ体１３７が一体に形成されている。そして、これら一対のヒンジ体１３７の下面には
、ヒンジ孔１１２の上方から挿脱可能に嵌挿されるヒンジピン１３８が同一中心線上に突
設されている。
【００２２】
　また、図５と図８に示すように、下皿用球誘導体１０１とベース部材１３０との間の左
右両縁部のうちの他方（図５に向かって左側の自由端側）には、弾性的に係脱可能に係合
して下皿用球誘導体１０１のボックス装着面１０２に対しベース部材１３０を装着状態に
保持する装着用係合部１１５、１３９が合成樹脂材によってそれぞれの部材と一体成形さ
れている。
　この実施例において、図５と図７に示すように、下皿用球誘導体１０１のボックス装着
面１０２の所定位置に、後方に向けて突出する装着用係合部１１５が一体に形成され、そ
の装着用係合部１１５の後端部（先端部）寄りには、次に述べるベース部材１３０の係合
面１４０に係脱可能に弾性的に係合する一対の係止爪１１６が形成されている。
　一方、図５と図８に示すように、ベース部材１３０の周壁部１３２の他側壁１３２ｂの
根元部近傍から後方に向けて傾斜状をなして装着用係合部１３９が弾性変形可能に突設さ
れている。この装着用係合部１３９の後端部（先端部）には一対の係止爪１１６に弾性的
に係合する係合面１４０が形成され、同装着用係合部１３９の先端には、係合面１４０を
両側部に残した状態で操作部１４１が外方に向けて張り出された状態で形成されている。
【００２３】
　ベース部材１３０とカバー部材１５０のうち、一方の部材にはインタフェース基板１２
２を着脱可能に保持する基板係止部１３４、１３５が合成樹脂材によって一方の部材に一
体成形されている。そして、基板ボックス１２０内には、下皿用球誘導体１０１の球通路
の球による静電気の影響を避けるために、下皿用球誘導体１０１のボックス装着面１０２
から所定距離だけ離れた位置においてインタフェース基板１２２が収納されるようになっ
ている。
【００２４】
　この実施例において、図５と図９に示すように、ベース部材１３０の周壁部１３２の先
端部内周にはインタフェース基板１２２が嵌込まれる基板嵌込部１３３が形成され、同周
壁部１３２の四辺のうち一方（左右）で相対する両側壁部１３２ａ、１３２ｂの先端部に
は、基板嵌込部１３３に嵌込まれたインタフェース基板１２２の実装面の周縁部に係合す
る基板係止部１３４、１３５が一体に形成されている。
　これら両基板係止部１３４、１３５のうち、図５に向かって左側の基板係止部１３４は
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、その基板係止部１３４と基板嵌込部１３３の間にインタフェース基板１２２の一端部が
斜めの状態で容易に差込できるように略円弧状をなして突出されている。
【００２５】
　また、図５に向かって右側の基板係止部１３５には、インタフェース基板１２２の他端
部を滑走させながら基板嵌込部１３３に嵌込み案内する傾斜面１３５ｂとインタフェース
基板１２２の実装面の周縁部に係合する係止面１３５ｃとを備えて略三角形状をなす係止
爪１３５ａが形成されている。
　さらに、他方の基板係止部１３５の先端には、インタフェース基板１２２に対する係止
爪１３５ａの係合を外すための操作部１３６が一体に延出されている。
【００２６】
　図５に示すように、ベース部材１３０の基板嵌込部１３３にインタフェース基板１２２
が嵌込まれ両基板係止部１３４、１３５によって係止され、かつ下皿用球誘導体１０１の
ボックス装着面１０２にベース部材１３０が装着された状態において、インタフェース基
板１２２は、下皿用球誘導体１０１のボックス装着面１０２からベース部材１３０の周壁
部１３２の略高さ寸法に相当する距離Ｈを隔てている。
　これによって、インタフェース基板１２２は、下皿用球誘導体１０１の球通路の球によ
る静電気の影響から避けられるようになっている。言い換えると、下皿用球誘導体１０１
の球通路の球による静電気の影響をインタフェース基板１２２が受けにくい距離Ｈを隔て
るように、ベース部材１３０の周壁部１３２の略高さ寸法が設定されている。
【００２７】
　ベース部材１３０とカバー部材１５０との間の上下両縁部には、係脱可能に係合してベ
ース部材１３０に対しカバー部材１５０を閉じ状態に保持する第１、第２の各閉止用係合
部１４５、１５３及び１４７、１５６が合成樹脂材によってそれぞれの部材と一体成形さ
れている。
　この実施例において、図６と図８に示すように、ベース部材１３０の周壁部１３２の下
側壁１３２ｃの左右部には、舌片状の第１閉止用係合部１４５が下方に向けて突出されて
いる。
　また、図８と図９に示すように、ベース部材１３０の周壁部１３２の上側壁１３２ｄの
略中央部には、外側に向けて弾性変形可能な左右一対の脚部１４７ａと、これら脚部１４
７ａの先端部に跨る操作部１４９とを一体に備えて略Ｕ字状をなす第２閉止用係合部１４
７が形成されている。そして、ベース部材１３０の周壁部１３２の上側壁１３２ａと第２
閉止用係合部１４７の操作部１４９との間には、係合孔１４８が構成されている。
【００２８】
　これに対し、図８に示すように、カバー部材１５０の周壁部１５２の下側壁１５２ｃに
はベース部材１３０の第１閉止用係合部１４５が差し込まれて係脱可能に係合する孔状の
第１閉止用係合部１５３が形成されている。
　また、図９に示すように、カバー部材１５０の周壁部１５２の上側壁１５２ａには、ベ
ース部材１３０の係合孔１４８に係脱可能に係合する第２閉止用係合部１５６が上方に向
けて突出されている。
【００２９】
　また、この実施例において、図２に示すように、下皿用球誘導体１０１のボックス装着
面１０２に装着されたインタフェース基板１２２の基板ボックス１２０は、払出制御基板
９６の払出制御基板ボックス９５の図２に向かって右側に接近（隣接）して配置されてい
る。これによって、インタフェース基板１２２と払出制御基板９６とを短い接続線を用い
て電気的に接続することができ、その接続線が他の部材、部品等に干渉する不具合を防止
することができる。
【００３０】
［本体枠の上隅部の基板装着部について］
　図２、図１１及び図１２に示すように、本体枠２０の機構装着体７０の上隅部（図２に
おいて球タンク７１の右側に隣接する部分）には、段差状（階段状）をなす基板装着部が



(9) JP 4431833 B2 2010.3.17

10

20

30

40

50

形成され、その上段縦壁部には、分電基板１６１に対応する第１基板装着部１６０が形成
され、下段縦壁部には、外部端子基板１８５に対応する第２基板装着部１８０が形成され
ている。
【００３１】
［分電基板と基板収納ボックスについて］
　図１１と図１２に示すように、第１基板装着部１６０には、外部電源を受けてその電源
電力を電源基板ボックスの電源基板や遊技機に隣接して設置される図示しない球貸機に分
配供給する分電基板１６１が基板収納ボックス１６２に収納された状態で装着されている
。
　この実施例において、基板収納ボックス１６２は、透明または不透明な合成樹脂材より
なり、図１３に示すように、蓋板部１６３と段差状の周壁部１６４とを有して一側開口の
段差箱形状に形成されている。
　また、図１３と図１４に示すように、基板収納ボックス１６２の周壁部１６４は分電基
板１６１が嵌込まれる大きさに形成されている。
　基板収納ボックス１６２の周壁部１６４の四辺の壁部のうち、上下で対向する両側壁部
１６４ａ、１６４ｂの内面には、分電基板１６１を係止する係止爪１６６が形成されてい
る。そして、分電基板１６１は、基板収納ボックス１６２の周壁部１６４内に嵌込まれか
つ係止爪１６６に係止されることで基板収納ボックス１６２内に収納されて保持されるよ
うになっている。
【００３２】
　また、図１４と図１５に示すように、基板収納ボックス１６２の周壁部１６４の四辺の
壁部のうち、左右で対向する両側壁部１６４ｃ、１６４ｄの上下方向略中央部には、第１
基板装着部１６０に形成された係合凹部に弾性的に係合する一対の弾性係止片１６７が形
成されている。そして、分電基板１６１は、基板収納ボックス１６２に収納された状態で
、同基板収納ボックス１６２の左右一対の弾性係止片１６７が第１基板装着部１６０の係
合凹部に弾性的に係合されることによって、第１基板装着部１６０に装着されるようにな
っている。
【００３３】
　また、図１３～図１５に示すように、基板収納ボックス１６２の蓋板部１６３には、分
電基板１６１の実装面に配設された各種コネクタ、例えば、外部電源用接続端子１６１ａ
、分電用接続端子１６１ｂ等をそれぞれ露出するための貫通孔１６３ａ、１６３ｂが形成
されている。
　また、基板収納ボックス１６２の蓋板部１６３には、分電基板１６１の実装面に配設さ
れたヒューズ１６１ｃ等の点検・交換等のための点検口が開口されている。そして、点検
口には開閉蓋１６８がその一側の軸部１６８ａを支点として開閉可能に装着されている。
　また、開閉蓋１６８の自由端側には点検口の他側縁に係脱可能に係合して開閉蓋１６８
を閉じ状態に保持する係止爪１６８ｂを有する開閉操作用の操作部１６９が一体に形成さ
れている。
【００３４】
　［基板収納ボックスの接続線保持構造について］
　図１１に示すように、基板収納ボックス１６２の周壁部１６４の外側部には、複数種類
の接続線、例えば、電源線、信号線、アース線等の接続線（単線又は複線の）１７６、１
８６をそれぞれ保持するための第１、第２の接続線保持部１７０、１８０が合成樹脂材に
よって基板収納ボックス１６２と一体に形成されている。
【００３５】
　この実施例において、第１の接続線保持部１７０は、分電基板１６１を介してアースす
るために同分電基板１６１に接続された第１の接続線（アース線）１７６を挿通保持する
ためのもので、基板収納ボックス１６２の右側の側壁部１６４ｃ外面に上下一対をなして
形成されている。
　すなわち、図１３～図１５に示すように、上下一対をなす第１の接続線保持部１７０は
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、基板収納ボックス１６２の右側の側壁部１６４ｃ外面から横方向に突出されかつ上下方
向に所定間隔を隔てる両脚部１７２と、これら両脚部１７２の先端に跨って一体に形成さ
れた連結部１７３と、その連結部１７３の中央部から後方に向けて一体に延出されかつ先
端部の係止爪１７５ａを有する抜止部１７５と、を一体に備えている。そして、これら両
脚部１７２、連結部１７３及び抜止部１７５によって第１の接続線１７６を挿通状態で保
持する接続線挿通部１７４が形成され、その接続線挿通部１７４には第１の接続線（アー
ス線）１７６が挿通されて保持されるようになっている。
【００３６】
　また、第２の接続線保持部１８０は、ガラス扉３０の開放を検出する検出器（図２に向
かって左上部参照）７９と次に述べる外部端子基板１９５の接続端子（入力端子）１９６
とを接続する第２の接続線１８６を挿通して保持するためのものであり、基板収納ボック
ス１６２の左側の側壁部１６４ｄ外面に上下一対をなして形成されている。
　すなわち、図１３～図１５に示すように、上下一対の第２の接続線保持部１８０は、前
記した第１の接続線保持部１７０と同様に構成されており、両脚部１８２、連結部１８２
、及び先端部に係止爪１８５ａを有する抜止部１８５と、を一体に備え、これら両脚部１
８２、連結部１８２及び係止爪１８５ａ付きの抜止部１８５によって第２の接続線１８６
を挿通状態で保持する接続線挿通部１８４が形成されている。
　なお、ガラス扉３０の開放を検出する検出器７８は本体枠２０の上部（図２に向かって
左上部）に配置され、本体枠２０の上部後側部には、第１の接続線１８６を配線保持する
複数のフック７９が合成樹脂材によって本体枠２０と一体に形成されている（図２参照）
。
【００３７】
　前記したように合成樹脂製の基板収納ボックス１６２に対し、電源線、信号線、アース
線等の複数種類の接続線（単線又は複線）１７６、１８６を保持する接続線保持部１７０
、１８０が一体に形成されている。
　このため、仮に、接続線保持部１７０、１８０が折損したり、あるいは変形した場合に
は、その基板収納ボックス１６２のみを交換することで対処することができる。
　すなわち、合成樹脂製の大型の基板装着体（例えば、本体枠２０、機構装着体７０）の
所定位置に接続線保持部を一体に形成すると、その接続線保持部が折損したり、変形した
ときには、大型の基板装着体全体を交換することは非常にコストが高くなり、コスト面に
おいて大型の基板装着体を交換することは困難となる。このため、接続線保持部が折損し
たり、変形した場合には接続線が保持されないままの状態で放置されるのが一般的である
。
　これに対し、基板収納ボックス１６２のみを交換することによって、接続線保持部１７
０、１８０の折損や変形に容易に対処することができ、コスト面において効果が大きい。
【００３８】
　また、この実施例では、合成樹脂製の基板収納ボックス１６２の周壁部１６４に、複数
（第１、第２）の接続線保持部１７０、１８０をそれぞれ一体に形成し、基板収納ボック
ス１６２の周壁部１６４の相対する側壁部１６４ｃ、１６４ｄに沿って、電源線、信号線
、アース線等の複数種類の接続線（単線又は複線）１７６、１８６をそれぞれ左右（上下
でもよい）に区分けして保持することができる。
　なお、この実施例においては、分電基板１６１を収納するための基板収納ボックス１６
２に接続線保持部１７０、１８０が一体に形成される場合を例示したが、その他、各種制
御基板、電源基板等の回路基板を収納する基板収納ボックスに接続線保持部を一体に形成
することもできる。
【００３９】
［外部端子基板について］
　図１２と図１３に示すように、下段の第２基板装着部１９０には、外部端子基板１９５
が嵌込まれる基板嵌込部１９１が形成され、その基板嵌込部１９１の左右両側部には、外
部端子基板１９５の実装面の両端部に係合する係止爪１９２、１９３が一体に形成されて
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いる。
　そして、外部端子基板１９５は、基板嵌込部１９１に嵌込まれ、かつ係止爪１９２、１
９３によって係止されることで第２基板装着部１９０に装着されるようになっている。ま
た、両係止爪１９２、１９３のうち、一方の係止爪１９３には外部端子基板１９５との係
合を外すための操作部１９４を有している。
　なお、外部端子基板１９５の実装面上には、前記した第１の接続線１７６の端末部が接
続される接続端子（入力端子）１９６が配設される他、周知のように、大当たり信号、扉
開放信号、賞球信号等の信号をホールコンピュータに伝達するための、各種の信号に対応
する複数の外部出力端子１９７が配設されている。
【００４０】
［この実施例に係る遊技機の作用効果について］
　上述したように構成されるこの実施例に係る遊技機において、図７に示すように、ボッ
クス装着部としての（又は通路構成部材としての）下皿用球誘導体１０１の後壁外面をボ
ックス装着面１０２として、回路基板としてのインタフェース基板１２２を収納している
基板ボックス１２０を装着する場合、まず、図９に示すように、ベース部材１３０とカバ
ー体１５０とが分離された状態のもとで、ベース部材１３０の周壁部１３２の基板嵌込部
１３３と一方の基板係止部１３４との間に、インタフェース基板１２２の一端部を斜めの
状態で差込む。
　その後、インタフェース基板１２２の他端部を基板嵌込部１３３に向けて回動させなが
ら他方の基板係止部１３５を構成する係止爪１３５ａの傾斜面１３５ｂに沿って滑走させ
ながら押し込むことで、インタフェース基板１２２を基板嵌込部１３３に嵌込む（図８参
照）。
　また、他方の基板係止部１３５の先端の操作部１３６によって基板係止部１３５を外方
に弾性変形させることによって、インタフェース基板１２２を基板嵌込部１３３に嵌込む
こともできる。
　このようにして、インタフェース基板１２２をベース部材１３０の基板嵌込部１３３に
容易に嵌込んで装着することができるとともに、両基板係止部１３４、１３５によってイ
ンタフェース基板１２２を装着状態に係合保持することができる。
 
【００４１】
　次に、図６に示すように、ベース部材１３０に対しカバー部材１５０を閉じる。この際
、まず、カバー部材１５０の下縁部の孔状の第１閉止用係合部１５３をベース部材１３０
の下縁部の舌片状の第１閉止用係合部１４５に差し込んで係合させる。
　その後、カバー部材１５０上縁の第２閉止用係合部１５６を、ベース部材１３０の上側
壁と第２閉止用係合部１４７によって構成された係合孔１４８に差し込んで係合させるこ
とによってベース部材１３０に対しカバー部材１５０が閉じられ、これによってインタフ
ェース基板１２２を収納した基板ボックス１２０が構成される（図６及び図７参照）。
　前記したようにして、ベース部材１３０に対しカバー部材１５０を容易に閉じて装着す
ることで基板ボックス１２０を構成することができる。
【００４２】
　次に、下皿用球誘導体１０１のボックス装着面１０２に対し基板ボックス１２０を、そ
のベース部材１３０において装着する。この際、まず、図７に示すように、ベース部材１
３０の左右一側部の一対のヒンジ体１３７のヒンジピン１３８を、ボックス装着面１０２
の一対のヒンジ体１１１のヒンジ孔１１２の上方から嵌挿する。
　その後、基板ボックス１２０を、ヒンジピン１３８を中心としてボックス装着面１０２
に沿う装着位置まで回動する。すると、図５に示すように、ベース部材１３０の左右他側
部（自由端側部）の装着用係合部１３９先端の係合面１４０がボックス装着面１０２の装
着用係合部１１５の係止爪１１６に係合する。これによって、下皿用球誘導体１０１のボ
ックス装着面１０２に対し基板ボックス１２０が容易に装着される。
【００４３】
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　前記したようにして、下皿用球誘導体１０１のボックス装着面１０２に対し基板ボック
ス１２０が装着された状態において、インタフェース基板１２２の表側（実装面側）を視
認する場合、基板ボックス１２０の透明なカバー部材１５０を透してインタフェース基板
１２２の表側を容易に視認することができる。
　また、インタフェース基板１２２の裏側（実装面側と反対側）を視認する場合、ベース
部材１３０の自由端側部の装着用係合部１３９の操作部１４１を外側に向けて弾性変形さ
せて係合面１４０を係止爪１１６から外した後、図１０に示すように、基板ボックス１２
０を、ヒンジピン１３８を中心として所望とする角度位置まで回動することで、所望とす
る回動位置に基板ボックス１２０が保持される。この状態で透明なベース部材１３０を透
してインタフェース基板１２２の裏側を視認することができる。
　このようにして、基板ボックス１２０の透明なカバー部材１５０及びベース部材１３０
を透してインタフェース基板１２２の表側及び裏側を視認することができる。
　また、基板ボックス１２０はヒンジピン１３８を中心として水平方向に回動可能に支持
されるとともに、所望とする回動位置（開状態）で静止させることができる。このため、
インタフェース基板１２２の裏側を視認中、基板ボックス１２０を継続して手で支える必
要がなく点検が容易となる。
　さらに、基板ボックス１２０を水平方向に回動して開閉する構造であるから、その裏側
を後方あるいは側方から容易に視認することができる。ひいては、基板ボックス１２０が
遊技機後側のいずれの高さ位置に配置されている場合においても、無理な姿勢を強いられ
ることなくその裏側を容易に視認することができる。
【００４４】
　また、基板ボックス１２０のベース部材１３０及びカバー部材１３０の各部材に一体成
形されたヒンジ体１３７、装着用係合部１３９、閉止用係合部１４５、１４７、１５３、
１５６及び基板係止部１３４、１３５によって、基板ボックス１２０のベース部材１３０
、カバー部材１５０及びインタフェース基板１２２の各部材が相互に組み付けられるため
、これら各部材の相互間に取付用のねじが一切用いられることがない。
　このため、基板ボックス１２０のベース部材１３０、カバー部材１５０及びインタフェ
ース基板１２２の各部材を容易に着脱することができる。この結果、基板ボックス１２０
のベース部材１３０及びカバー部材１５０を容易にリサイクル使用することができる。
　また、この実施例において、基板ボックス１２０のベース部材１３０及びカバー部材１
５０が同一材質の合成樹脂材によってそれぞれ形成されることで、ベース部材１３０及び
カバー部材１５０のリサイクル使用がより一層容易となる。
【００４５】
　また、この実施例において、図５に示すように、回路基板としてのインタフェース基板
１２２は、通路構成部材としての下皿用球誘導体１０１の球通路の球による静電気の影響
から避けられる距離Ｈを隔てて基板ボックス１２０内に収納されている。このため、下皿
用球誘導体１０１の後壁面を避けることなくその後壁面をボックス装着面１０２として有
効に活用して基板ボックス１２０を装着することができる。
【００４６】
［この発明の他の実施例について］
　なお、この発明は前記実施例に限定するものではない。
　例えば、前記実施例においては、前枠体２１、遊技盤装着枠５０及び機構装着体７０が
合成樹脂材によって一体成形されることで本体枠２０が構成される場合を例示したが、前
枠体２１、遊技盤装着枠５０及び機構装着体７０がそれぞれ別個の形成され、これら各部
材が相互に組み付けられて構造であってもこの発明を実施することができる。
　また、前記実施例においては、インタフェース基板１２２を収納する基板ボックス１２
０である場合を例示したが、その他、各種の制御基板、電源基板等の回路基板を収納する
基板ボックスであってもこの発明を実施することができる。
【００４７】
　前記実施例は次に述べる他の発明を含んでいる。
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【００４８】
［他の発明の手段及び作用効果について］
　他の発明１の手段１は、
　「遊技機の所定位置に設けられかつ内部に球通路を有する通路構成体の壁部外側に回路
基板が配置された遊技機であって、
　前記通路構成体の壁部外側には、前記回路基板に対応する基板ボックスが装着され、
　前記基板ボックス内には、前記球通路の球による静電気の影響を避けるために、前記通
路構成体の壁部外側から所定距離だけ離れた位置において前記回路基板が収納されている
ことを特徴とする遊技機。」を要旨とする。
　ここで、通路構成体とは、下皿用球誘導体１０１の他、球通路を有する部材であればど
のような通路構成体であってもよい。
【００４９】
　前記構成において、回路基板は、球通路の球による静電気の影響を避けるために、通路
構成部材の外壁部から所定距離だけ離れた位置において基板ボックス内に収納されるため
、通路構成部材の外壁部を避けることなくその後壁面をボックス装着面として有効に活用
して基板ボックスを装着することができる。
　言い換えると、通路構成体の後側面をボックス装着面として回路基板を装着すると、球
通路の球による静電気の影響によって回路基板が作動不良をきたす場合があり、従来では
通路構成体の後側面をボックス装着面として使用することが困難となるが、前記したよう
に通路構成部材の外壁部から所定距離だけ離れた位置において基板ボックス内に回路基板
を収納することによって、通路構成部材の外壁部をボックス装着面として有効に活用する
ことができる。
　また、遊技機の後側において、基板ボックスの周囲に後方に突出する箇所がある場合、
その突出部後端に合わせて基板ボックスの後壁部の位置を設定することによって、遊技機
の後側の凹凸を少なくして平坦化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】この発明の実施例に係る遊技機の外枠の一側に本体枠が開かれその本体枠の一側
にガラス扉が開かれた状態で示す斜視図である。
【図２】同じく遊技機の本体枠に各種装置及び部材が装着された状態を斜め右上後方から
示す斜視図である。
【図３】同じく下皿用球誘導体に基板ボックスが装着された状態で示す斜視図である。
【図４】同じく下皿用球誘導体に基板ボックスが装着された状態で示す正面図である。
【図５】同じく図５の（Ａ）は図４のＶ－Ｖ線に基づく平断面図、図５の（Ｂ）は図５の
（Ａ）におけるＢ部の拡大図である。
【図６】同じく図４のＶＩ－ＶＩ線に基づく側断面図である。
【図７】同じく下皿用球誘導体と基板ボックスとを分離した状態で示す斜視図である。
【図８】同じくインタフェース基板が装着された基板ボックスのベース部材とカバー部材
とを分離した状態で示す斜視図である。
【図９】同じく基板ボックスのベース部材、インタフェース基板及びカバー部材とを分離
した状態で示す斜視図である。
【図１０】同じく下皿用球誘導体に対し基板ボックスがヒンジピンを中心として回動され
た状態で示す斜視図である。
【図１１】同じく本体枠の上隅部の第１、第２基板装着部に分電基板及び外部端子基板が
それぞれ装着された状態で示す斜視図である。
【図１２】同じく本体枠の上隅部の第１、第２基板装着部と分電基板及び外部端子基板が
分離された状態で示す斜視図である。
【図１３】同じく分電基板と基板収納ボックスとを分離した状態で示す斜視図である。
【図１４】同じく分電基板が収納された基板収納ボックスを示す正面図である。
【図１５】同じく図１４のＸＶーＸＶに基づく基板収納ボックスの断面図である。
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【符号の説明】
【００５１】
　１０　外枠
　２０　本体枠
　１０１　下皿用球誘導体（ボックス装着体）
　１２２　インタフェース基板（回路基板）
　１３０　ベース部材
　１３４、１３５　基板係止部
　１３７　ヒンジ体
　１３８　ヒンジピン
　１３９　装着用係合部
　１４５　第１閉止用係合部
　１４７　第２閉止用係合部
　１５０　カバー部材
　１５３　第１閉止用係合部
　１５６　第２閉止用係合部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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